
吉野ヶ里町広報の有料広告掲載に関する要綱 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、吉野ヶ里町が発行する広報紙「広報吉野ヶ里」（以下「広報」と

いう。）に掲載する有料広告（以下「広告」という。）に関し必要な事項を定めるもの

とする。 
（基本原則） 

第２条 広告は、行政広報の公共性及び品位を保つため、次の事項を基本原則とする。 
(１)  公正で真実なものであること。 
(２)  広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。 
(３)  児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。 
(４)  品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。 
(５)  関係法規及び社会秩序を遵守したものであること。 
（広告の範囲） 

第３条 広告は、その内容が前条に規定する基本原則に反しないものであるほか、次の

各号のいずれにも該当しないものでなければならない。 
(１)  政治、宗教及び選挙に関するもの 
(２)  意見広告及び名刺広告に類するもの 
(３)  消費者保護の観点からふさわしくないもの 
(４)  人権を侵害するおそれのあるもの 
(５)  児童及び青少年の健全育成に反するおそれのあるもの 
(６)  社会の秩序と健全な風俗習慣に反するおそれのあるもの 
(７)  著しく紙面の調和を損なうと認められるもの 
(８) その他広報に掲載することが不適当と町長が認めるもの 

２ 前項に定めるもののほか、広報に掲載できる広告に関する基準は、別に定める。 
（広告の規格及び広告掲載料） 

第４条 広告の規格及び広告掲載料は、別表第１のとおりとする。ただし、町長が認め

る場合は、この限りでない。 
（広告掲載の優先順位） 

第５条 広報掲載の優先順位は、原則として申込み順とする。ただし、広告掲載の申込

みが多数の場合は、町内に事業所等を有するものを優先する。 
（広告掲載希望者の募集） 

第６条 町長は、広報、町ホームページ等により広告掲載希望者を公募するものとする。 
２ 町長は、前項の規定にかかわらず、町内に事業所等を有するものに対し、広告の案

内をすることができる。 
（広告の申込み） 



第７条 広告掲載希望者は、原則として広報発行日の 40 日前までに、吉野ヶ里町広報

広告掲載申込書（様式第１号）に掲載しようとする広告の原稿等を添えて、町長に提

出しなければならない。 
 
（広告の審査及び報告） 

第８条 町長は、広告掲載を適正に実施するため、吉野ヶ里町広告審査委員会（以下「委

員会」という。）を置き、前条の広告掲載の申込みについて広告掲載の適否を審査さ

せるものとする。 
２ 委員会は、総務課長及び秘書・広報係の職員で構成し、委員長は総務課長とする。 
３ 委員会は、町長に第１条の審査の結果を報告するものとする。 

（広告掲載の決定） 
第９条 町長は、前条第３項の委員会の審査報告を受けて、第２条及び第３条の規定に

基づき広告掲載の可否を決定する。 
２ 前項の規定に基づき広告掲載の可否を決定したときは、その結果を広告掲載希望者

に対し、吉野ヶ里町広報広告掲載決定通知書（様式第２号）又は吉野ヶ里町広報広告

非掲載決定通知書（様式第３号）により通知するものとする。 
３ 前項の広告掲載決定通知を受けた広告掲載希望者（以下「広告主」という。）は、

町長の指定する期日までに広告の版下原稿を提出するものとする。 
（掲載位置） 

第１０条 広告掲載の位置は、町長が決定し、有料広告である旨を表示する。 
（掲載期間） 

第１１条 広告掲載期間は１月単位とし、連続する広告掲載期間は各年度最長 12 月と

する。 
（広告掲載料の納付） 

第１２条 広告主は、広告掲載の決定後、町長が指定する期日までに町の発行する納付

書により広告掲載料を一括納付するものとする。 
（広告主の責任等） 

第１３条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。 
２ 広告の版下原稿の作成経費は、広告主の負担とする。 
（取消し手数料） 

第１４条 広告主の都合により広告掲載を取り消すときは、広告主は、速やかに吉野ヶ

里町広報広告掲載取消届出書（様式第４号）を町長に提出しなければならない。 
２ 前項の規定により提出された掲載取消届出書を町長が受理した日を基準日として、

広告主は、別表第２による取消し手数料を支払わなければならない。 
３ 広報発行日の 10 日前以降は、原則として第１項の広告掲載の取消しはできないも

のとする。 



（広告掲載の取消し） 
第１５条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第９条第１項の広告掲載の

決定を取り消すことができるものとする。 
(１) 広告主が第９条第３項に規定する期日までに広告の版下原稿を提出しないと

き。 
(２) 広告主が第１２条に規定する期日までに広告掲載料を納付しないとき。 
(３) 広告主が提出した広告の版下原稿が第２条又は第３条の規定に違反したとき。 
(４) 広告主が虚偽の申請により広告掲載の決定を受けたことが明らかとなったと

き。 
(５) その他広告の掲載に支障が生じたとき。 

２ 町長は、前項の規定により広告掲載決定を取り消したときは、広告主に吉野ヶ里町

広報広告掲載取消通知書（様式第５号）により通知するものとする。 
３ 町長は、広告掲載決定を取り消したときに、広告主が広告掲載料を納付していたと

きは、掲載取消通知書による通知日を基準日として、第１４条の規定を準用し、取消

し手数料を差し引いた額を返還する。 
（広告掲載料の返還） 

第１６条 町長は、広告掲載が決定した後、広告主の責めに帰さない理由により広告が

掲載できなかったときは、広告主に吉野ヶ里町広報広告掲載取消通知書（様式第５号）

により通知し、広告主に取り消した掲載月号分の広告掲載料を返還するものとする。 
（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 
 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 
 （吉野ヶ里町広報の広告掲載に関する要綱の廃止） 
２ 吉野ヶ里町広報の広告掲載に関する要綱（平成１８年吉野ヶ里町訓令第５３号）は、 
 廃止する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２１年１０月１日から施行する。 



  別表第１（第４条関係） 
規格 刷色 広告サイズ 区 分 １回の掲載料 

１号 
広告 

２色 縦５ｃｍ×横８ｃｍ 

町内に事業所等を

有する者 
３,０００円 

町内に事業所等を

有しない者 
５,０００円 

２号 
広告 

２色 縦５ｃｍ×横１７ｃｍ 

町内に事業所等を

有する者 
５,０００円 

町内に事業所等を

有しない者 
１０,０００円 

 
別表第２（第１４条関係） 

取消期間の区分 取消し手数料の額 
広告掲載決定日～広報発行日１６日前 掲載料の 100 分の 50 に相当する額 

広報発行日１５日前～１１日前 掲載料の 100 分の 100 に相当する額 



様式第１号（第７条関係） 

吉野ヶ里町広報広告掲載申込書 

 
年  月  日  

吉野ヶ里町長  様 
申込者 住所（所在地）〒 

                                       
氏名（名称） 

                                       
ＴＥＬ                 
ＦＡＸ                 
E-mail                 

申込責任者氏名 

                                    ○印  

吉野ヶ里町広報の広告掲載に関する要綱第７条の規定に基づき、広告の原稿等を添え

て下記のとおり申し込みます。なお、吉野ヶ里町広告掲載基準第３条に規定する規制業

種及び事業者には該当せず、以後、該当する場合が生じた際には、速やかに申し出るこ

ととします。 
また、要綱第１４条及び第１５条に定める取消し手数料及び広告掲載の取消しに関す

る規定に同意します。 
記 

 
１ 広告掲載希望月号（年度を記入し、掲載希望の月号を○で囲む。） 

 年度 ４・５・６・７・８・９・１０・１１・１２・１・２・３ 月号 
 
２ 掲載希望広告（○で囲む。） 
    １号広告（縦５ｃｍ×横８ｃｍ）  ２号広告（縦５ｃｍ×横１７ｃｍ） 
３ 事業所区分（○で囲む） 
         町内   町外 
 
※下欄には、記入しないでください。 
課 長 副課長 係 長 係 員  受

付

印 

 
 
 

    

 
審査 可・否 決定日 年  月  日 決定番号 第    号 



様式第２号（第９条関係） 
第     号 

  年  月  日 
 
                 様 
 

吉野ヶ里町長         印 
 

吉野ヶ里町広報広告掲載決定通知書 
 
     年  月  日付けで申込みいただきました吉野ヶ里町広報への広告掲載

について、下記のとおり掲載することに決定しましたので通知します。 
 つきましては、下記により手続を行ってください。 
 

記 
 
１ 広告掲載月号  

 年度 ４・５・６・７・８・９・１０・１１・１２・１・２・３ 月号 
 
２ 広告サイズ 
    １号広告（縦５ｃｍ×横８ｃｍ）  ２号広告（縦５ｃｍ×横１７ｃｍ） 
 
３ 版下原稿 
（１）提出期限      年  月  日まで 

 （２）提 出 先     総務課 秘書・広報係 
 
４ 広告掲載料      
 （１）料 金     金        円 
 （２）納付期限      年  月  日まで 
 （３）納付方法     同封の納付通知書により指定の場所で納付してください。 
 
５ その他 
 （１）２回以上の広告掲載において、版下原稿の変更を希望される場合は、広告掲載

月号の発行日２０日前までに、版下原稿を提出してください。 
ただし、提出された版下原稿の内容に、広告掲載にふさわしくない表現等があ

った場合は、既に提出されている原稿により掲載いたします。 
 



様式第３号（第９条関係） 
第     号 

  年  月  日 
 
                 様 
 

吉野ヶ里町長         印 
 

吉野ヶ里町広報広告非掲載決定通知書 
 
     年  月  日付けで申込みいただきました吉野ヶ里町広報への広告掲載

について、下記の理由により非掲載することに決定しましたので通知します。 
 

記 
 
１ 広告の内容 
 
２ 非掲載の理由 
 
３ その他 



様式第４号（第１４条関係） 

吉野ヶ里町広報広告掲載取消届出書 

 
年  月  日  

吉野ヶ里町長  様 
届出者 住所（所在地）〒 

                                       
氏名（名称） 

                                       
ＴＥＬ                 
ＦＡＸ                 
E-mail                 

届出責任者氏名 
                                     印 

年  月  日付けで申込んだ吉野ヶ里町広報広告掲載について、申込みの 
（全部・一部）を取り消したく提出します。 

 
記 

 
１ 広告掲載取消月号（年度を記入し、掲載希望の月号を○で囲む。） 

 年度 ４・５・６・７・８・９・１０・１１・１２・１・２・３ 月号 
 
２ 広告取消枠（取消枠数欄に、月号１回当たりの掲載取消枠数を記入）    

広告サイズ 広告掲載料金 
１号広告  ２号広告       円 

 

 
※下欄には、記入しないでください。 
課 長 副課長 係 長 係 員  受

付

印 

 
 
 

    

 
取消し料の有無 有・無 取消し手数料            円 

 

 



様式第５号（第１５条、第１６条関係） 

第     号 
  年  月  日 

 
                 様 
 

吉野ヶ里町長        印 
 

吉野ヶ里町広報広告掲載取消通知書 
 
     年  月  日付け  第  号で通知した吉野ヶ里町広報への広告掲載

決定について、下記の理由により取り消すこととしましたので通知します。 
 

記 
 
１ 決定通知の内容 
 
２ 取消しの理由 
 
３ 取消し手数料 
 
４ その他 


